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は じ め に

毎月勤労統計調査地方調査は、本県における賃金、労働時間及び雇用の変動状況を

明らかにすることを目的としています。

この年報は、毎月公表している「毎月勤労統計調査地方調査結果」の平成１２年の

１年分を取りまとめ、利用上の便宜を図ったものです。

本書が高知県における労働行政等各種施策の基礎資料として広くご利用いただけれ

ば幸いです。

なお、この調査に御協力いただいております調査事業所及び関係の皆様に深く感謝

申し上げますとともに、今後とも一層の御協力を賜りますようお願いいたします。

平成１３年３月

池 誠 機高知県企画振興部長
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毎月勤労統計調査地方調査の概要Ⅰ

１．この調査の目的

この調査は、統計法に基づく指定統計で、賃金、労働時間及び雇用について高知県における毎月の変動を

明らかにすることを目的としている｡

２．調査の対象

この調査は、日本標準産業分類に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通

信業、卸売・小売業，飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業（家事サービス業及び外国公務を除

く）において常時５人以上の常用労働者を雇用する約15,000事業所のうち厚生労働大臣が指定する約400事

業所について調査を行っている。

３．主要調査事項の定義

(１)現金給与額

所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の金額のことである。

「きまって支給する給与」とは、労働契約、団体協約又は事業所の給与規定等によりあらかじめ定めら

れている支給条件及び算定方法によって支給される給与で、超過労働給与を含む。

「所定内給与」とは、きまって支給する給与のうち超過労働給与以外のものをいう｡超過労働給与とは、

所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与の

ことである。

「特別に支払われた給与」とは、調査期間中に一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められ

た契約や規則等によらないで支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、そ

の給与の算定が３ヵ月を超える期間ごとに行われるものをいう。

「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計額である｡

(２)実労働時間

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。休憩時間は給与が支給されていると否とに

かかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる手持ち時間は含める。本来の業務外として行

われる当宿直の時間は含めない。

「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の労働時間

のことである。

「所定外労働時間」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間のことである。

「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」との合計である。

(３)出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤

日にならないが、午前０時から午後12時までの間に１時間でも就業すれば出勤日とする。

(４)常用労働者

「常用労働者」とは、次のうち、いずれかに該当する労働者のことである。

①期間を定めずに雇われている者。

②１ヵ月を超える期間を定めて雇われている者。
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③日々又は１ヵ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前２ヵ月にそれぞれ18日以上雇われた者。

④なお、重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者や事業主の家族で

その事業所に働いている人のうち常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者は、労働者としている。

「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。

①１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。

②１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。

「一般の労働者」とは、いわゆる正規従業員、正社員等のことである。

４．調査結果の算定

この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして本県の事業所規模５人以上のすべての事業所に対

応するよう復元して算定したものである。

５．本書利用上の注意

(１)標本事業所の抽出替えに伴い、新・旧調査結果のギャップ(断層)の修正を実施している。平成１１年１月

は、その時期にあたるため指数の修正を行っているが、実数については修正しない。

(２)指数は平成７年を基準時(平成７年平均=100)としている。

(３)対前年増減率は指数(名目)による。対前年増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指

数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも一致しない。

(４)数値は就労者数をウェイトとする１ヵ月当たりの加重平均値である。

(５)鉱業、不動産業については、調査事業所が少ないので公表しないが、調査産業計には含まれる。電気・ガ

ス・熱供給・水道業については、平成８年以降（11年1～5月除く）は調査事業所が少ないので公表しない

が、調査産業計には含まれる。

統計表の符号 「×」調査対象２事業所以下のもので秘密保持のため公表しない。

「△」減少
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調査結果の概要（事業所規模５人以上）Ⅱ

１．賃 金

(１)賃金の動き

平成 年における調査産業計の常用労働者１人当たりの１ヵ月平均現金給与総額は 円で、13 318,323

前年に比べ ％増となり、前年の伸び率を ポイント下回った。2.4 1.8

これを「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」に分けると、「きまって支給する給

与」は 円で前年に比べ ％増で、前年の伸び率を ポイント下回り、「特別に支払われ258,753 3.1 2.0

た給与」は 円で前年に比べ 円減となっている。59,570 266

現金給与総額について本県と全国を比べてみると、調査産業計で本県は全国より 円下回り、33,012

対前年増減率は ポイント上回っている。3.6

（表１）本県及び全国の常用労働者の年間平均給与額の動き（調査産業計）
　　（単位：円、％）

　 区 分

　 年 金　額 対前年増減率 金　額 対前年増減率 金　額 対前年増減率 金　額

平成９年 317,376 　△0.8 250,680 0.0 236,923     0.3 66,696

高 10 310,006 　△4.0 246,621 　△3.2 232,673 　△3.3 63,385

知 11 298,584 0.2 238,765 0.6 226,210 1.0 59,819

県 12 310,782 4.2 250,946 5.1 237,853 5.2 59,836

13 318,323 2.4 258,753 3.1 245,753 3.3 59,570

平成９年 371,670     1.6 288,641     1.3 269,123     1.1 83,029

全 10 366,481 　△1.3 287,853 　△0.3 269,726     0.2 78,628

11 353,679 　△1.3 281,283 0.0 263,297 　△0.1 72,396

国 12 355,474 0.5 283,846 1.0 265,062 0.7 71,628

13 351,335 △1.2 281,882 △0.8 263,882 △0.5 69,453

〈注〉対前年増減率は調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも
一致しない。

現金給与総額     きまって支給する給与
所定内給与

特別に支払わ
れた給与
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(２)産業別賃金

現金給与総額の動きを対前年増減率でみると、卸売・小売業、飲食店の ％増が最も大きな伸16.1

びを示し、以下、製造業( ％増)となっている。4.7

（表２）本県及び全国の産業別現金給与総額の動き
（単位：円、％）

平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年

産　　　業
実　数 対前年

増減率
実　数 対前年

増減率
実　数 対前年

増減率
実　数 対前年

増減率
実　数 対前年

増減率

調　査　産　業　計 317,376 △0.8 310,006 △4.0 298,584 0.2 310,782 4.2 318,323 2.4

(サ ー ビ ス 業 を 含 む)

調　査　産　業　計 292,229 △2.4 289,306 △3.1 262,836 △4.7 279,868 6.6 293,294 4.8

(サ ー ビ ス 業 を 除 く)

高 建　　 設 　　業 269,491 △6.2 303,976 15.4 307,450 △4.7 309,219 0.5 306,513 △0.5

製　　 造　　 業 255,585 0.2 259,320 0.7 254,667 0.1 269,477 5.7 281,899 4.7

知 電気･ガス･熱供給･水道業 × × × × × × × × × ×

運 輸・通 信 業 354,458 △10.0 350,944 △2.0 308,440 △9.7 340,400 10.4 336,463 △1.3

県 卸売･小売業､飲食店 244,492 6.1 223,653 △10.7 200,182 △5.4 223,663 11.9 259,340 16.1

金 融・保 険 業 560,300 △6.8 527,611 △10.2 465,045 △0.3 440,185 △5.4 410,194 △6.9

サ  ー  ビ  ス  業 359,828 2.2 344,820 △4.8 367,251 7.8 370,180 0.8 364,056 △1.6

調　査　産　業　計 371,670 1.6 366,481 △1.3 353,679 △1.3 355,474 0.5 351,335 △1.2

(サ ー ビ ス 業 を 含 む)

調　査　産　業　計 368,711 1.5 361,846 △1.8 346,144 △1.6 349,546 1.0 344,679 △1.4
(サ ー ビ ス 業 を 除 く)

全 建　　 設 　　業 386,555 0.8 374,424 △3.0 377,894 △1.9 380,680 0.7 373,442 △1.8

製　　 造　　 業 375,612 2.5 371,437 △1.0 366,793 △1.2 371,452 1.2 368,915 △0.5

電気･ガス･熱供給･水道業 590,565 2.0 588,146 △0.4 597,669 1.1 590,222 △0.9 597,995 1.1

運 輸・通 信 業 411,035 0.0 408,570 △0.6 390,653 △1.9 396,076 1.4 382,738 △3.4

国 卸売･小売業､飲食店 299,155 1.2 292,527 △2.2 270,862 △1.9 271,644 0.3 268,636 △1.1

金 融・保 険 業 506,035 1.6 489,726 △3.2 482,677 △1.2 492,507 2.2 491,253 △0.4

サ  ー  ビ  ス  業 379,436 1.9 378,320 △0.2 371,942 △0.7 369,424 △0.7 366,503 △0.8

〈注〉対前年増減率は調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数により算出しており、実数で計算した場合と 必ずしも一致しない。
     

(図１)本県及び全国の産業別現金給与総額
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(３)産業別賃金格差

高知県と全国の賃金を現金給与総額で比較すると、全国平均を とした場合の高知県の賃金は100

で、前年を ポイント上回った。90.6 3.2

これを産業別にみると、サービス業の が最も高く、卸売・小売業，飲食店、運輸・通信業の99.3

順となっている。

また、全ての産業で全国平均より低く、特に製造業が と最も低い水準となっている｡76.4

（４）男女別賃金格差

男女別の調査産業計の現金給与総額をみると、男子は 円、女子は 円となっている。386,897 233,471

男子を とした場合の女子の賃金は となっている。100 60.3

これを産業別にみると、運輸・通信業が と最も高く、金融・保険業が と最も低くなって75.1 38.7

いる。

（表３）産業別現金給与総額の全国平均との格差
（全国平均=100）

産 業 調　査 調　査 電気･ｶ゙ ｽ 運　輸 卸　売 金　融
産業計 産業計 建設業 製造業 熱供給 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業

年
(サービス業を含
む)

(サービス業を除
く)

水道業 通信業 飲食店 保険業

平成13年 90.6 85.1 82.1 76.4 × 87.9 96.5 83.5 99.3

（表４）産業別男女別の現金給与総額
                                                                    （単位:円、％）

産 業　　 調　査 調　査 電気･ｶ゙ ｽ 運　輸 卸　売 金　融
産業計 産業計 建設業 製造業 熱供給 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業

　　性　別
(サービス業を含
む)

(サービス業を除
く)

水道業 通信業 飲食店 保険業

男 386,897 364,187 324,239 358,798 × 355,093 354,208 624,357 453,914

女 233,471 167,718 197,453 167,505 × 266,514 137,381 241,589 305,209

男子100に
 対する女子 60.3 46.1 60.9 46.7 × 75.1 38.8 38.7 67.2

    の割合

(図２)産業別男女別現金給与総額
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２．労働時間

（１）労働時間の動き

平成 年における調査産業計の 人平均月間総実労働時間は 時間で、前年より ％の増加13 1 155.0 0.7

となった。

これを所定内と所定外に分けると、所定内労働時間は 時間で前年より ％増加し、所定外147.4 0.9

労働時間は 時間で前年より 減少となった。また、全国平均と比較すると総実労働時間で7.6 2.6%

時間、所定内労働時間で 時間上回り、所定外労働時間は 時間下回った｡2.0 3.8 1.8

(図３)労働時間の動き
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（表５）産業別労働時間(調査産業計)
                                                             （単位:％、平成7年平均=100）

区 分  
高　　　知　　　県 全　　　　　　　国

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

     年
指　数 対前年

増減率
指　数 対前年

増減率
指　数 対前年

増減率
指　数 対前年

増減率
指　数 対前年

増減率
指　数 対前年

増減率

平成７年　 100.0 0.3 100.0     0.5 100.0 　△5.5 100.0     0.1 100.0     0.0 100.0     2.0

8 98.6 △1.4 98.0 △2.0 110.8 10.8 100.1 0.1 99.7 △0.3 106.2 6.2

９ 97.5 　△1.1 97.1 　△0.9 105.7 　△4.6 98.7 　△1.4 98.1 　△1.6 107.8     1.5

１０ 94.0 　△3.6 94.0 　△3.2 94.3 　△10.8 97.6 　△1.1 97.5 　△0.6 99.6 　△7.6

１１ 94.2 0.2 93.5 　△0.5 108.3 14.8 96.5 　△1.1 96.5 　△1.0 97.7 　△1.9

１２ 94.2 0.0 93.6 0.1 107.0 △1.2 97.2 0.7 97.0 0.5 101.2 3.6

１３ 94.9 0.7 94.4 0.9 104.2 △2.6 96.4 △0.8 96.3 △0.7 96.7 △4.4
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（２）産業別労働時間

産業別の総実労働時間は、運輸・通信業が 時間で最も長く、以下、製造業、建設業と続き、174.7

最も短い金融・保険業で 時間となっている。139.6

次に、対前年増減率でみると、金融・保険業(△ ％)が最も減少し、卸売・小売業，飲食店3.2

( ％)が最も増加した｡2.5

また、所定外労働時間はサービス業(△ ％)が最も減少し、金融・保険業( ％)が最も増加11.6 33.4

した｡

（表６）産業別労働時間
                                                                                  （単位:時間、％）

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

産　　業 実　数 対前年増減率 実　数 対前年増減率 実　数 対前年増減率

調  査  産  業  計 155.0 0.7 147.4 0.9 7.6 △2.6

(サ ー ビ ス 業 を 含 む)

高 調  査  産  業  計 156.7 1.0 148.2 0.9 8.5 1.3

(サ ー ビ ス 業 を 除 く)

建　  設  　業 164.3 △0.8 157.3 △1.1 7.0 6.9

知 製　  造  　業 166.3 0.3 155.0 0.2 11.3 1.5

電気･ガス･熱供給･水道業 　　　 × 　　　 × 　　　 × 　　　 × 　　　 × 　　　 ×

運 輸 ・ 通 信 業 174.7 2.1 157.7 3.6 17.0 △9.2

県 卸売･小売業､飲食店 147.3 2.5 141.2 2.3 6.1 6.9

金 融 ・ 保 険 業 139.6 △3.2 134.7 △4.2 4.9 33.4

サ  ー  ビ  ス  業 151.8 0.5 145.8 1.1 6.0 △11.6

調  査  産  業  計 153.0 △0.8 143.6 △0.7 9.4 △4.4

(サ ー ビ ス 業 を 含 む)

調  査  産  業  計 155.2 △0.9 145.1 △0.7 10.1 △4.5

全 (サ ー ビ ス 業 を 除 く)

建 　 設  　業 169.1 △0.8 159.0 △0.5 10.1 △6.0

製　  造  　業 162.1 △1.0 149.5 △0.3 12.6 △8.5

電気･ガス･熱供給･水道業 154.6 △0.2 144.3 △0.4 10.3 1.8

国 運 輸 ・ 通 信 業 168.5 △0.8 149.5 △0.7 19.0 △1.5

卸売･小売業､飲食店 139.9 △1.0 134.7 △1.1 5.2 △0.1

金 融 ・ 保 険 業 150.6 △0.1 142.0 △0.2 8.6 1.4

サ  ー  ビ  ス  業 148.1 △0.7 140.3 △0.6 7.8 △3.2

〈注〉対前年増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正した指数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも一致しない。
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３．雇 用

（１）常用労働者数

平成 年における調査産業計の常用労働者数は 人で、そのうちパートタイム労働者数は13 217,210

33,954 · 30.4%人であった。また、産業別パートタイム労働者比率は卸売 小売業，飲食店が最も高く

となっている。

（２）常用雇用指数の動き

平成 年における調査産業計の雇用を常用雇用指数(平成 年平均 )でみると、 で前年13 7 =100 103.8

に比べて 減となっている。3.4%

（表７）産業別常用労働者数
（単位:人）

　産　　業

計 男 女 一般労働者
パートタイム

労働者

調  査  産  業  計 217,210 120,017 97,193 183,256 33,954
(サ　ー　ビ　ス　業　を　含　む)

調  査  産  業  計 140,242 89,566 50,676 115,320 24,922
(サ　ー　ビ　ス　業　を　除　く)

建　  設  　業 22,931 19,714 3,216 21,854 1,077
製　  造  　業 29,904 17,875 12,028 27,755 2,149

電気･ガス･熱供給･水道業 　　　　× 　　　　× 　　　　× 　　　　× 　　　　×
運 輸 ・ 通 信 業 15,006 11,844 3,162 13,197 1,809
卸売･小売業､飲食店 61,355 34,493 26,863 42,726 18,629
金 融 ・ 保 険 業 9,240 4,067 5,172 8,018 1,222
サ ー ビ ス 業 76,967 30,451 46,517 67,936 9,032

（表８）本県及び全国の産業別常用雇用指数の動き

平成９年 10　年 11　年 12　年 13　年

産　　業
常用雇用
指数

対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

常用雇用
指数

対前年
増減率

調  査  産  業  計 102.7 △ 0.6 105.3 2.6 109.6 4.1 107.5 △ 1.9 103.8 △ 3.4

(サ　ー　ビ　ス　業　を　含　む)

高 調  査  産  業  計 104.7 0.2 108.0 3.2 113.3 4.9 111.1 △ 1.9 105.3 △ 5.2

(サ　ー　ビ　ス　業　を　除　く)

建　　設　　業 103.0 0.3 102.0 △ 0.9 96.9 △ 5.0 95.4 △ 1.5 85.2 △ 10.7

製　　造　　業 90.3 △ 10.9 91.7 1.5 85.5 △ 6.8 87.7 2.6 86.3 △ 1.6

知 電気･ガス･熱供給･水道業 × × × × × × × × × ×

運 輸 ・ 通 信 業 97.9 1.6 99.0 1.1 98.5 △ 0.5 97.3 △ 1.2 98.2 0.9

卸売･小売業､飲食店 118.7 7.3 129.5 9.2 142.2 9.8 135.7 △ 4.6 129.9 △ 4.3

県 金 融 ・ 保 険 業 108.3 4.7 108.0 △ 0.3 117.9 9.2 114.1 △ 3.2 106.1 △ 7.0

サ  ー  ビ  ス  業 99.3 △ 1.9 101.0 1.7 102.5 1.5 100.5 △ 2.0 100.4 △ 0.1

調  査  産  業  計 101.7 0.9 101.7 0.2 101.6 △ 0.3 101.4 △ 0.2 101.2 △ 0.2
(サ　ー　ビ　ス　業　を　含　む)

全 調  査  産  業  計 100.7 0.4 100.0 △ 0.7 98.9 △ 1.1 97.9 △ 1.0 96.8 △ 1.1

(サ　ー　ビ　ス　業　を　除　く)

建　　設　　業 107.8 3.7 108.2 0.4 109.7 1.4 109.9 0.2 110.5 0.5

製　　造　　業 97.9 △ 0.5 96.7 △ 1.2 94.5 △ 2.3 93.1 △ 1.5 91.2 △ 2.0

電気･ガス･熱供給･水道業 95.9 △ 1.2 95.3 △ 0.6 95.1 △ 0.2 93.5 △ 1.7 89.1 △ 4.7

運 輸 ・ 通 信 業 102.4 1.0 102.5 0.1 102.1 △ 0.4 101.8 △ 0.3 101.4 △ 0.4

国 卸売･小売業､飲食店 101.4 0.7 101.3 △ 0.1 100.4 △ 0.9 99.4 △ 1.0 98.6 △ 0.8

金 融 ・ 保 険 業 95.1 △ 3.4 92.1 △ 3.2 89.8 △ 2.5 87.3 △ 2.8 83.5 △ 4.4

サ  ー  ビ  ス  業 104.6 2.3 106.8 2.1 108.7 1.8 110.8 1.9 113.1 2.1

(単位：％）
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（３）常用労働者の異動状況

13 1.87% 0.06平成 年の雇用の動きを労働異動率でみると、調査産業計で入職率は で前年に比べて

ポイントの減、離職率は で前年に比べて ポイントの増となっている。2.19% 0.1

(表９)産業別労働異動率の動き
（単位:％）

平成９年 10　年 11　年 12　年 13　年

 産　　業
入職率 離職率 入職率 離職率 入職率 離職率 入職率 離職率 入職率 離職率

調  査  産  業  計 1.80 1.95 2.07 1.86 1.95 2.07 1.93 2.09 1.87 2.19
(サ　ー　ビ　ス　業　を　含　む)

調  査  産  業  計 1.79 1.99 2.03 1.81 1.99 2.16 1.98 2.16 1.96 2.47
(サ　ー　ビ　ス　業　を　除　く)

建　　設　　業 2.66 2.78 2.35 2.19 1.68 1.73 2.26 2.22 1.87 3.36
製　　造　　業 1.07 1.33 1.21 1.48 1.37 1.50 1.71 1.59 1.36 1.79

電気･ガス･熱供給･水道業 × × × × × × × × × ×
運 輸 ・ 通 信 業 1.63 1.66 1.88 1.75 1.03 1.10 1.80 1.79 1.94 1.73
卸売･小売業､飲食店 2.01 2.30 2.60 1.90 2.70 2.90 2.00 2.42 2.21 2.54
金 融 ・ 保 険 業 1.25 1.33 1.65 1.91 1.55 1.72 2.77 3.17 2.93 3.17
サ  ー  ビ  ス  業 1.80 1.90 2.15 1.95 1.86 1.90 1.83 1.96 1.71 1.68

(図４)常用労働者の労働異動率の月別動き
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（ 事 業 所 規 模 １ ～ ４ 人 ）
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Ⅰ 毎月勤労統計調査特別調査の概要

毎月勤労統計調査特別調査は、厚生労働大臣が指定する地域（｢指定調査区」という）に所在し、調

査産業に属する事業所のうち常用労働者を１～４人雇用するものについて調べる調査で、年１回８月

に実施している。

１．調査の目的

この調査は、常用労働者１～４人の事業所における賃金､労働時間及び雇用の実態を明らかにして､

毎月実施されている常用労働者５人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完する

とともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的としている。

２．調査の対象

この調査は､平成８年事業所統計調査に基づき設定した調査区のうちから、一定の方法により抽出さ

れた調査区（高知県内39調査区）内に所在し、日本標準産業分類の鉱業､建設業､製造業､電気･ガス･熱

供給･水道業、運輸･通信業、卸売･小売業飲食店、金融･保険業、不動産業及びサ－ビス業（家事サ－,

ビス業及び外国公務を除く）に属し、かつ平成13年7月31日現在１～４人の常用労働者を雇用する事業

所を対象としている。

３．結果の算定

調査結果の数値は、高知県の１～４人の常用労働者を雇用する全事業所に対応するものとして算定

された数字であるが、調査事業所が少ない産業については、公表はしないが調査産業計に含めて算定

している。
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Ⅱ 調査結果の概要

１．賃 金

平成13年７月における１～４人規模事業所の月間きまって支給する現金給与額は、調査産業計で

円､前年比5.6％増であった。181,874

これより、東京を100とした地域間格差をみると、調査産業計で高知県は （全国第 位）で全79.4 35

国平均の を ポイント下回っている。85.1 5.7

次に平成12年８月１日から平成13年７月31日までの１年間に賞与など特別に支払われた現金給与額

は 円 前年比3.0 ％増）で、きまって支給する現金給与額に対する割合は ヶ月分となってい270,903 ( 1.5

る。

表１）産業及び性別１人平均きまって支給する現金給与額及び

１人平均年間特別に支払われた現金給与額（勤続１年以上）

（図１）きまって支給する現金給与額の地域間格差
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計 男 女 計 男 女
調査産業計 181,874 227,749 150,659 270,903 377,975 187,576

建　　設　　業 219,457 228,860 167,699 201,299 201,490 200,271

製　　造　　業 197,636 249,525 90,232 250,832 359,528 39,332

卸売・小売業、飲食店 165,543 191,727 152,836 146,487 254,345 83,344

サービス業 182,544 258,836 146,852 388,464 576,177 287,749

きまって支給する現金給与額 特別に支払われた現金給与額
（単位；円）
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２．労働時間

平成13年７月における出勤日数は調査産業計で 日（前年 日）となり、前年より 日増加22.1 22.0 0.1

した。男女別に見ると、男子 日（前年 日）、女子 日（前年 日）となっている。22.3 22.8 22.0 21.5

7.0 7.3 7.5また､１日当たりの実労働時間数は 時間（前年 時間）となっている。男女別に見ると男子

時間（前年 時間）､女子 時間（前年 時間）となっている。7.7 6.6 7.1

（表２）産業及び性別１人平均月間出勤日数及び１日の実労働時間数

（図２）出勤日数及び１日当たりの実労働時間数の推移
（１～４人規模事業所、調査産業計）
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計 男 女 計 男 女
調査産業計 22.1 22.3 22.0 7.0 7.5 6.6

建　　設　　業 21.5 21.2 23.0 7.6 7.6 7.3

製　　造　　業 20.8 22.8 16.7 7.1 7.7 5.9

卸売・小売業、飲食店 22.6 22.6 22.6 6.7 7.3 6.4

サービス業 22.1 22.9 21.7 7.1 7.5 6.9

（単位；日、時間）
出　勤　日　数 １日の実労働時間数
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３．雇 用

（１）男女構成

平成13年７月の常用労働者数は 人で、前年より 人減少となっている。19,856 5170

男女別では男子 人、女子 人と女子が ％を占めている。8,040 11,816 59.5

（表３）産業及び性別常用労働者数

（２）産業構成

１～４人規模事業所における常用労働者の産業別構成比をみると、卸売･小売業､飲食店の 7％49.

が最も高く、次いでサービス業の ％と、この２産業で全体の約８割を占めている。28.5

注；①その他とは、鉱業、電気･ガス･熱供給･水道業、金融･保険業、不動産業の合計である。

②事業所規模５～２９人、３０人以上の各規模は、毎月勤労統計調査地方調査の平成13年７月分である。

（図３）産業別の男女構成比
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卸売・小売業、
飲食店

サ-ビス業

その他

計 男 女 計 男 女
調査産業計 19,856 8,040 11,816 16,431 7,191 9,240

建　　設　　業 2,036 1,723 313 1,742 1,469 273

製　　造　　業 1,142 770 372 1,087 718 369

卸売・小売業、飲食店 9,877 3,227 6,650 7,702 2,844 4,858

サービス業 5,657 1,803 3,854 4,794 1,674 3,120

常　用　労　働　者 常用労働者（勤続１年以上）
（単位；人）
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